
三重県⾧寿介護課

第8次三重県医療計画（在宅医療）の
方向性について

資料 5-1



第8次三重県医療計画（在宅医療）の
方向性について
・めざす姿
・ロジックモデルの活用

・目標設定

2



3

【めざす姿】

 住み慣れた地域で、誰もが必要な医療・介護・福祉サービスが受けられ、人
生の最期まで安心して自分らしい生活を実現できる体制が整っています。

 入院医療機関と在宅医療に係る機関との情報共有や連携が図られ、両者の協
働による退院支援の実施および切れ目のない継続的な医療提供体制が確保さ
れています。

 在宅医療を担う医療機関等の体制整備が図られ、患者の疾患、重症度に応じ
た医療が提供されるとともに、在宅医療に関わる多職種がチームとして在宅
療養患者およびその家族を継続的かつ包括的にサポートする体制が確保でき
ています。

 在宅療養者の病状急変時に、在宅医療を担う医療機関が24時間対応できる体
制と、入院機能を有する医療機関が円滑に受入れできる体制が整っています。

 患者ができる限り望む場所で看取りを行うことができるよう、24時間体制で
看取りを実施できる体制が整っています。

現行計画のめざす姿
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【めざす姿】

事務局案

 めざす姿については、第7次医療計画の取組状況、在宅医療の現状、高齢化の
進展を踏まえ、在宅医療が円滑に提供される体制を維持していくことが必要。

 目標値は達成しているもの、達成していないものがあるため、現行計画の
めざす姿の維持を基本としてはどうか。
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【ロジックモデルの活用】 ロジックモデルとは

ロジックモデルとは

 施策が目標とする成果を達成するに至るまでの論理的な関係を体系的に図式化

したもの。

 国の改正後指針において、施策の検討や計画の評価の際、また各々の施策と解
決すべき課題との連関を示す際に、各都道府県においてロジックモデル等の
ツールの活用を検討することとされた。

個別施策

指標

住民のあるべき状態

個別施策

指標

中間アウトカム

指標

中間アウトカム

指標

最終アウトカム

指標

イメージ図
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【ロジックモデルの活用】 導入効果

ロジックモデル導入による効果

 各計画の段階（現状把握、策定、評価、見直し等）に活用することで、PDCAサ
イクルの質の担保が期待でき、数値目標と施策の関連性を明確化できる。

 ロジックモデルの考え方を計画本文に落とし込むことで、論理的な計画の策定
に繋がる。

 一方、各疾病・事業等において、標準的なアウトカムの設定が難しい場合や、
経年的な指標データの取得が困難な場合もある。

現 状

 第7次三重県医療計画においては、ロジックモデルを導入しておらず、数値目標
と施策の関連性が明確化されていない。

対応案

 第8次医療計画においては、ロジックモデルを導入することとしてはどうか。
 計画本文における「めざす姿」の在り方や、数値目標の関係性についても、ロ
ジックモデルの考え方を基に議論してはどうか。
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＜参考:大阪府の第7次医療計画（在宅医療）ロジックモデル＞
番
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番

号
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介護支援連携指導料を算定し
ている病院・診療所数

A　個別施策 B　目標 C　目的（社会整備）
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療
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3
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退院支援加算を算定している

病院・診療所数

4
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在宅看取りを実施している病
院・診療所数

円滑な在宅復帰を支える人材・機能
の確保

7
病院・有床診療所の退院支援調

整機能の強化を図る人材の育成
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8
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＜参考:沖縄県の第7次医療計画（在宅医療）ロジックモデル＞



医政地発0331第14号 令和5年3月31日厚生労働省課⾧通知 疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制についてより抜粋 10

＜参考:国の指標例について＞
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【目標設定】 三重県第8次医療計画（在宅医療）

事務局案

目標値はロジックモデルの考え方に沿って、県民のあるべ
き状態（最終アウトカム）を指標としてはどうか。

目標値の指標は、在宅医療における4つの場面「退院支援」
「日常の療養支援」「急変時の対応」「看取り」から選定
してはどうか。

それ以外の指標については計画の進捗を把握するための指
標とすることを検討してはどうか。
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【目標設定】 第8次三重県医療計画（在宅医療）の目標項目（事務局案）

出典：1～3、5、6は厚生労働省NDBデータよりレセプト件数（人）/年、令和3年実績
４は国保連合会介護給付適正化システム 介護報酬算定回数/年、令和4年実績

目標項目
現状値
【R５】

目標値
【R８】

目標値
【R11】

１．訪問診療件数 131,258 

２．訪問歯科診療件数 52,067 

３．訪問看護提供件数 125,317 

４．薬局の居宅療養管理指導のべ人数 53,905 

５．退院時共同指導件数 827 

６．在宅ターミナルケアを受けた患者数 2,550 

７．小児に関する指標（検討中）
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ロジックモデルの検討について

検討のポイント
○右から（目指す姿から）検討する。
○ロジックモデルに掲載する指標は、代表的な指標に絞る。

ロジックモデルと計画本文の対応関係
○計画本文の内、目指すべき方向・施策の展開・数値目標に
関して、ロジックモデルから落とし込むことを想定。
（「ロジックモデルを検討する」≒「計画本文を検討する」）

○目指すべき方向、施策の展開はロジックモデルを概ねその
まま記載する。（現状と課題についてはロジックモデルに
記載はしない。）
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ロジックモデル（在宅医療）に関する論点

１目指す姿（最終アウトカム）について
○記載内容：三重県が目指す「あるべき姿」として

適切か
○指標：記載内容を評価する指標として適切か

２中間成果（中間アウトカム）について
○区分：区分の分け方、記載内容は適切か
○記載内容：目指す姿（最終アウトカム）に繋がる、

「県民・患者の状態」「医療サービスの
状態」として適切か

○指標：記載内容を評価する指標として適切か
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ロジックモデル（在宅医療）に関する論点

３ 個別施策について
○在宅医療の提供体制と質の確保について
在宅医療を提供する機関への支援について、現状の
課題を踏まえ、次期計画において重点的に取り組む
べき施策があるか
○在宅医療及び入退院支援に関するアンケート調査結
果（以下、「調査結果」と表記）から、在宅医療を
提供する医療機関に対しての支援の施策が必要と思
われるが、記載してよいか。その場合、どのような
取り組みが適切か
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ロジックモデル（在宅医療）に関する論点

３ 個別施策について
○調査結果から、カスタマーハラスメント対策に関す
る施策として、訪問看護ステーションや介護事業
所での現状把握、啓発、研修等の取組を進めたいが、
記載してよいか。
○人生の最終段階における在宅医療の提供について
新たに、ＡＣＰの普及啓発、看取りに関する知識、
技術の向上を図りたいと思うが計画に記載してよい
か。また、どのような取組が必要か
○そのほか、次期計画において重点的に取り組むべき
施策はなにか


